
　村内に建てられている家屋の固定資産税は、村の税務課職員が調査を行い、総務大臣が定めた「固
定資産評価基準」に基づき計算をして、決定しています。
　村では今回、公平で公正な課税を行うため、増築や物置等の調査を実施します。この調査は、航
空写真と村の家屋課税台帳を照合し▽新築や増築がされているが、未評価の状態である家屋▽登
録された所在地番にない家屋（すでに取り壊し済み等の家屋）――の調査を現地で行うものです。

【問い合わせ】税務課資産税担当（☎282-1711 内線1111･1113）

　固定資産税における家屋は「土地に定着して建造され、屋根および周壁またはこれに類するものを
有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり、居住、作業、
貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの」とされます。
　したがって、住居や店舗等だけでなく、車庫や物置等でも、下記の３つの条件を備えているものは
固定資産税の課税対象となります。床面積の大小や建築確認申請の有無による認定基準はありません。

増築や物置等の調査にご協力ください 
固定資産税に係る未評価家屋等の調査

？

条件① 定着性　基礎等により土地
に定着しているもの（単にブロッ
ク等の上に置いた物置などで、容
易に移動できるものを除く）

条件② 外気遮断性　屋根や壁（一般
的に３方以上）による独立した空
間を有するもの

条件③ 用途性　目的とする用途（居
住、作業、貯蔵等）に使用できる
状態にあるもの

　コンクリートブロックで基礎
がつくられ、屋根と周壁（３方
以上）を有している。

【例】 課税対象となるもの

　単に地面に置かれたコンク
リートブロックの上に設置され、
土地への定着性が認められない。

【例】 課税対象とならないもの

●調査方法
○村の税務課職員が伺い、家屋の調査を行

います。
○調査を行う際は身分証（「固定資産評価補助

員証」）を提示し、調査の目的を説明してか
ら行います。

○家屋課税台帳の登録内容（所在･種類･構造･
床面積等）に基づき、建物の現況について
調査します。

○未評価の家屋がある場合には、所有者の了
承を得てから、家屋内を確認させていただ
きますので、ご理解をお願いします。

　調査を行う職員は「固定資産評
価補助員証」を携帯し、腕章、名
札を着用しています。不審な点
がある場合は職員の携行品をご
確認ください。
　また、今回の調査で、家屋の
耐震診断やリフォーム、火災警
報器等を勧めるなど、調査の目
的以外のお願いをすることはあ
りません。

調査員の 
“成り済まし” に
ご注意ください！

わが家の車庫や物置は？ どのような場合に課税対象となるの？

令和６年度

「東海村まちづくり出前講座」
　「東海村まちづくり出前講座」は、村の行政について、もっと知りたい、勉強した
い、考えたいなど、さまざまな団体の要請に応じて、皆さんの学習の場に役場の職
員を講師として派遣するものです。

期日▼通年（12月28日～１月４日を除く）
時間▼午前９時から午後９時までの２時間以内
場所▼村内公共施設等（会場は村内限定）※会場の
　手配や準備は、各団体でお願いします。
対象等▼村内在住･在勤･在学で、５人以上で構成
　される団体
内容▼村について学べるほか、減塩や熱中症予防、
　防犯、消費生活など、さまざまな講座がありま
　す。※講座メニューは政策推進課（役場行政棟
　３階）や各コミュニティセンター、村立図書館
　に備え付けてあるほか、村公式ホームページか
　らもご覧いただけます。

費用▼無料 ※施設の使用料や村で準備できない
　材料等については、各団体の負担となります。

申し込み▼所定の申込書に必要事項を記入の
　上、講座実施希望日の14日前までに、講座
　の担当課へ申し込みください。※▽申請書は
　村公式ホームページからダウンロードできま
　す。▽講座の実施日は、講師の都合等により
　調整させていただく場合があり
　ますのでご了承ください。 

問い合わせ▼政策推進課計画調整
　担当（☎282-1711 内線1306） ▲HPはこちら

ぜひご利用ください♪

※【お詫びと訂正】「広報とうかい」（４月10日号）で紹介した執筆者の肩書に誤りがありました。お詫びして訂正します。
　【正】… 寿楽 浩太（東京電機大学教授）

【地域社会と原子力に関する社会科学研究支援事業】リレーエッセー

若手研究者からの
　　　　　メッセージ

住民への還元と言えるか、それが選考にあたって私
が意識したことです。とはいえ、研究ですから住民
の意向を忖

そ ん

度
た く

するものでもありません。原点に立ち
返ると本事業は「オープンな議論の場づくり」を目的
の一つにしています。そこで選考にあたり重視した
のは「この研究がどのようにオープンな場づくりに
貢献しうるか」という点です。

これは、もしかしたら申請されてきた研究内容を
越えた要求かもしれません。なぜなら本来、学術的
な研究は、研究者の知的好奇心に基づくものだから
です。しかし、学術的な研究に加え、研究者の知的
好奇心に基づく研究成果をどのように活用したら

「オープンな議論の場づくり」になりうるかを住民と
一緒に考えてもらいたかったので、研究者自身にも
その内容を超えて提言していただきたいと思いまし
た。そして、専門家、非専門家という二分法ではなく、
誰もが対等な立場に立つことも意図しました。結果
的に採択された研究者の皆さんにはご負担をかけ
たかと思いますが、どの研究も「オープンな議論の
場づくり」に真

し ん

摯
し

に対応していただいたものと思い 
ます。

【問い合わせ】産業政策課産業政策推進担当（☎282-
1711 内線1269）

村では平成26年度から、「地域社会と原子力」をテーマに、社会科学の視点でこれからのまちづくりを考え
る契機となるよう、若手研究者への支援事業を続けてきました。事業開始から10年目を迎えるにあたり、こ
れまで支援した研究者からの報告や東海村へのメッセージを、リレーエッセーの形式でお伝えします。

選考委員長
（常磐大学教授） 松原　克志

本事業は、私たち研究者
の視点から見ても大変ユ
ニークな事業です。研究に
はどうしても研究費が必要
です。学術的な研究の研究
費というと科学研究費補助
金（科研費）が有名ですが、
これは国の予算です。市町
村が学術的な研究の支援をする本事業は、極めてま
れな存在です。

研究者から見て大変ありがたい研究支援ですが、
その原資は納税者である住民によるものです。たと
え学術的･基礎的な研究といえども、その成果は住
民に還元されなければなりません。では何をもって

支援事業の選考にあたって
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